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墓苑だからできる
雄大な自然環境で、
貴家だけの特別な
永代供養をどうぞ

永代供養  樹木葬墓苑 心花の里 報恩寺
こ の か

スマフォのカメラで
読み込むと詳細が
ご覧になれます

佐野市山形町 1178
0283 - 6 5 - 0 4 3 2

特定空家などを
除却する方に補助金を交付

周辺に悪影響を及ぼす危険な空き家

を市内業者に依頼し除却する場合、

費用の一部を補助します。

申請には市の事前調査が必要となり

ますので、詳しくは建築住宅課まで

お問い合わせください。

▲  

補助率：除却費用の２分の１（最

大５０万円）

▲  

申請期間：１０/３１ ㈮ まで

▲  

募集件数：３５件程度

※予算上限に達し次第、終了

問問建築住宅課 ☎２０-３１０３

４月から６５歳以上の方などを対象に
帯状疱疹予防接種が定期接種になります

▲

定期接種の対象となる方：

　①令和７年度に６５歳になる方

　②令和７年度に７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳になる方　※令和７年度から令和１１年度までの経過措置

　③１０１歳以上の方　※令和７年度限り

　④満６０～６４歳の方でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

　※原則、過去に帯状疱疹ワクチンを接種した人は定期接種の対象外ですが、ワクチンの効果や既往歴などを踏まえて医師が必要

　と判断した場合は対象となります。

　※①～③の方で、過去に帯状疱疹の接種費用助成を受けたことがない方に、接種券を発送します。

▲

接種回数と助成額：

　・生ワクチン　１回４千円　　・不活化ワクチン　２回（１万円／回）

　※接種費用から助成額を引いた額が自己負担額になります。

　※生活保護受給者の方は、受給証明書の提出で無料

定期接種対象者外の方でも、任意接種として助成を受けることができます。

▲

任意接種の対象となる方：

　満５０歳以上で定期接種対象外の方

※定期接種、任意接種にかかわらず、過去に帯状疱疹の接種費用助成を受けたことがある方は、助成対象外

▲

接種回数と助成額：

　・生ワクチン　１回４千円　　・不活化ワクチン　２回（１万円／回）

　※接種費用から助成額を引いた額が自己負担額になります。

問問健康増進課 ☎２４-５７７０

ヤマビルの吸血に
ご注意ください

ヤマビルによる吸血被害が、氷室、常

盤、野上、飛駒地区などの地域を中心

に報告されています。

山の中に入るときは、塩水や虫よけス

プレーを使用するとともに、肌を露出

しないようにしましょう。吸血された

ときは、虫よけ剤や塩などでヒルを自

然にはがし、血を押し出し、傷口を洗

いましょう。

問問農山村振興課 ☎６１-１１６３

野生鳥獣を捕獲するには
許可が必要です

全ての野生鳥獣は法律により保護され

ており、捕獲を行う際は狩猟免許と捕

獲許可が必要です。

ハクビシンやアライグマ、カラス、ド

バトなどについては、狩猟免許がなく

ても、農作物や生活環境被害を及ぼす

ものに限り捕獲許可を出すことができ

ます。野生鳥獣の捕獲を行う際は、許

可申請をお願いします。

問問農山村振興課 ☎６１-１１６３
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外来カミキリムシ類
被害木伐採費補助金

特定外来生物のカミキリムシ類のう

ち、栃木県が優先対策種に選定する

外来カミキリムシによる被害の拡大

を防止するため、成虫の発生源とな

る被害木の伐採等を事業者に委託し、

費用が発生した場合、市が予算の範

囲内で費用の一部を補助します。

▲  

補助対象事業：

　 ①被害木の伐採に要する費用

　②伐採後の被害木の運搬費用

　③伐採後の被害木の処分費用（チッ

　プ化、焼却）

　④伐採後の被害木のくん蒸費用

　※②③の費用は対象外

　⑤伐採後の切り株の逸出防止措置

　費用

　※ビニールシートでの被覆に限る。

▲  
補助金額：補助対象経費の６分の

５以内の金額（千円未満切り捨て）

　① 個人が所有または管理する被害

木は上限１０万円

　② 個人以外が所有または管理する

被害木は上限２０万円

▲  

事業計画書受付開始時期：

　４/１ ㈫ から

▲  

伐採開始時期：９月以降（カミキ

リムシにより異なる）

※伐採済みの樹木は対象外

※営利法人、果樹園は補助対象外

伐採前に手続きが必要です。詳しく

は市ホームページをご確認ください。

問問環境政策課 

☎２０-３０１３

浄化槽設置費補助金

下水道事業計画区域を除く市の区域

で、単独処理浄化槽または汲み取り便

槽を廃止し、合併処理浄化槽へ転換す

る方に補助金を交付します。

※住宅の新築、建て替え、一定規模の

増改築に伴う浄化槽の設置は補助対象

外

▲  

補助額：５人槽：３３万２千円

　７人槽：４１万４千円

　１０人槽：５４万８千円

▲  

追加補助：既存の単独処理浄化槽の

撤去を行う場合、既存の汲み取り便

槽の撤去を行う場合または宅内配管

工事を行う場合は、工事費用などへ

の追加補助が上乗せされます。

▲  

注意事項：

・工事着手後の申請はできません。

・ 補助対象となるのは「環境配慮型浄

化槽」に限ります。

・ 予算の範囲内で補助金を交付するた

め、補助の件数には限りがあります。

・ 補助金の交付対象者は抽選にて決定

します。

※申請の状況により先着順に切り替え

る場合があります。

問問環境政策課 ☎２０-３０１３

電気柵購入助成

機材一式ごとに業者と単価契約した

電気柵に限り、購入額の一部（４０％

以内）を補助します。

申請できる電気柵の数量は、個人と

農業法人は１セットです（認定農業

者と集落営農は２セットまで）。

▲  
受付期間： ５/７ ㈬ から

※予算額に達し次第、終了
▲  

対象：市内の農地を耕作している

個人、農業法人、集落営農で５畝
せ

（５ａ）以上の農地に設置する方

▲  

機種：

イノシシ用（電池式・ソーラー式）

１００ｍ～５００ｍの各機種

シカ用（電池式・ソーラー式）

１００ｍ～３００ｍの各機種

※各機種の負担額は４月下旬に決定

申申申請書に必要事項を記入の上、直

接市有害鳥獣被害対策協議会（農山

村振興課内）☎６１-１１６３

※申請には設置する農地の地番およ

び面積の記入が必要

盛土規制法に基づく
規制区域の指定

栃木県では盛土規制法に基づく規制

区域を令和７年４月１日に指定しま

した。これにより一定規模以上の盛

土などを行う場合は、事前に許可ま

たは届け出が必要となります。

詳しくは県ホームページをご確認く

ださい。

問問栃木県県土整備部都市政策課

☎０２８-６２３-２８０１

シルバー人材センター
事務所移転

３月１７日より事務所を以下の住所

に移転しました。

〒３２７-０００３　大橋町３２１２-３０

※電話は変更ありません。

問問市シルバー人材センター

☎２３-７７６５
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